
富士通（株）（6702）平成20年３月期決算短信
【連結　通期】

(4) 連結株主資本等変動計算書

２００６年度 （2006年4月1日～2007年3月31日） (単位：百万円）

評価・換算差額等株主資本

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己株式 計

その他
有価証券

評価差額金等

為替換算
調整勘定

少数株主
持分

純資産
合計

2006 年 ３ 月 末 残 高  324,625 498,019 40,485 1,465 780,694 182,218 45,867 173,030 1,090,075 

当期中の変動額

剰余金の配当（注）１ 6,203 6,203 6,203 

剰 余 金 の 配 当 6,202 6,202 6,202 

役 員 賞 与 （ 注 ） １ 665 665 665 

当 期 純 利 益  102,415 102,415  102,415 

自 己 株 式 の 取 得 529 529 529 

自 己 株 式 の 処 分

持分法適用関連会社の
増 加 及 び 減 少

そ の 他 （ 注 ） ２

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 (  純 額 )

 10 

3,715 

9,174 

25 35

3,715 

9,174

56,835 15,002 18,167 

35 

3,715 

9,174 

23,666 

当 期 中 の 変 動 額 合 計 - 10 94,804 504 94,310 56,835 15,002 18,167 70,644 

2007 年 ３ 月 末 残 高  324,625 498,029 54,319 1,969 875,004 125,383 30,865 191,197 1,160,719 

 注１）定時株主総会（2006年６月23日開催）における利益処分項目であります。

注２）「その他」の増加は、主に在外子会社の所在地における退職給付会計に基づく数理計算上の差異の処理額及び会計処理基準の変更に伴う

　　　　財務諸表の遡及修正額であります。

２００７年度 （2007年4月1日～2008年3月31日） (単位：百万円）

資本金
資本

剰余金

株主資本

利益
剰余金

自己株式 計
その他

有価証券
評価差額金等

評価・換算差額等

為替換算
調整勘定

少数株主
持分

純資産
合計

2007 年 ３ 月 末 残 高  324,625 498,029 54,319 1,969 875,004 125,383 30,865 191,197 1,160,719 

資 本 剰 余 金 の
利益剰余金への振替

剰 余 金 の 配 当

当期中の変動額

240,464 

6,201 

240,464 

6,207 

-

12,408 

-

12,408 

当 期 純 利 益  48,107 48,107  48,107 

自 己 株 式 の 取 得 27,231 27,231 27,231 

自 己 株 式 の 処 分 2,326 28,331 26,005  26,005 

連 結 子 会 社 の 増 加  896 896  896 

そ の 他

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 (  純 額 )

当 期 中 の 変 動 額 合 計 - 248,991 

1,324 

284,584 1,100 

1,324

 36,693 

32,931 

32,931 

25,080 

25,080 

9,225 

9,225 

1,324 

67,236 

30,543 

2008 年 ３ 月 末 残 高  324,625 249,038 338,903 869 911,697 92,452 55,945 181,972 1,130,176 

 注１）「資本剰余金の利益剰余金への振替」は、2007年５月24日開催の当社取締役会決議に基づき、単独決算においてその他の剰余金の処分

　　を行った結果、連結決算においても「資本剰余金」が減少し、「利益剰余金」が増加したものであります。

注２）「自己株式の取得」は、主に富士通アクセス（株）、富士通デバイス（株）（※）、富士通ワイヤレスシステムズ（株）を株式交換に

　 　　より完全子会社とするにあたり、３社の株主に対し、割当交付すべき株式の一部として取得したものであります。　

注３）「自己株式の処分」は、主に富士通アクセス（株）、富士通デバイス（株）（※）、富士通ワイヤレスシステムズ（株）を完全子会社

　 　　とするための、３社の株主との株式交換に係るものであります。

 　　　(※）富士通デバイス（株）は2007年10月に、富士通エレクトロニクス（株）へ商号変更しました。

注４）「その他」の増加は、主に在外子会社の所在地における退職給付会計に基づく数理計算上の差異の処理額及び会計処理基準の変更に伴う

　　　　財務諸表の遡及修正額であります。
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